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空き家の管理 ・ 活用 ・ 処分 ・ 相続、 トラブル、 住み替えや税制 等々

沼津市内に空き家をお持ちの皆さま、
空き家相談会を開催いたします。

〈令和２年度 沼津市 空き家に関するワンストップ相談会〉

空き家の無料相談会沼津市R２
年度

主 催 沼津市まちづくり指導課 建築指導係

１ /５（火） ～ １/２２（金）まで

お申し込み
お問合せ 静岡不動産流通活性化協議会事務局

月～金（土・日・祝日除） 9：30～12：00 13：00～16：30

【受付時間】

ＴＥＬ ０５４－２４７－３８２３

【お申込み受付期間】

（相談会お申込み専用）

所
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完全
予約制
先着順

・沼津市内に空き家をお持ちの方が対象です。

・相談時間は、一組につき30分程度です。

・定員（20名）になり次第締め切りとなります。

・ご相談の内容によっては、登記簿謄本の写し、戸籍の写し、固
定資産税納税評価証明書等の書類をお持ちいただくと便利です。
（必ず持参しなければならないものではありません）

空き家に関する様々なご相談に

専門家がお答えします
司法書士、税理士、
建築士、宅建士等の

＊事前にお申し込みが必要です。
感染症防止のため、会場内の定員および相談時間を
厳守いたします。予約が無い場合、ご相談はお受けでき
ませんのでご留意ください。

予約制
先着順

空
き
家
の
事

一
度
相
談
し
て

み
ま
せ
ん
か
？ご相談お申込みは、沼津市内に空き家をお持ちの方またはお住まいの方が優先となります。

日時：令和３年１月２３日（土）

10：00～15：00

会場：プラサヴェルデ４階４０２会議室

会場内では
マスクのご着用を
お願いいたします


